
下記のとおり一般競争入札に付します。

令和８年１月22日

　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自動車安全運転センター

　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約担当役 理事長　檜垣　重臣

　  　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　競争入札に付する事項

　(１)　件名 梱包及び配送業務委託 　

　(２)　期間　　　　　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

　(３)　仕様 仕様書による。

　(４)　見込数量 仕様書による。

　(５)　履行場所 仕様書による。

　(６)　入札方法等 最低価格落札方式（見込数量に梱包及び配送に係る単価を乗じて行います。）

２　競争参加資格等

　  ア　契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

  　イ　次の一に該当すると認められる者で、その事実があった後２年を経ていない者。ただし、自動車安

　　　全運転センターが認めた場合は、この限りではない。

 　　(ｱ)　契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して

　   　　不正の行為をした者

　 　(ｲ)  公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者

     (ｳ)　落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

 　　(ｴ)　監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者

     (ｵ)　正当な理由がなく契約を履行しなかった者

     (ｶ)　前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行にあたり、代理人、支

　　 　　配人その他の使用人として使用した者

     (ｷ)　前各号に該当する者を入札代理人として使用する者

　(２)　次のいずれかに該当する者であること。

　　ア　国の競争参加資格（令和７・８・９年度）において役務の提供のＡ～Ｄの等級に格付けされている

　    者

　　イ　地方公共団体の入札参加資格において、運送等請負等の営業種目で当該団体の有効な資格期間にお

　　　ける等級に格付けされている者

　(３)　国、都道府県その他独立行政法人等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

　(４)　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始

　　　の申立てがなされている者でないこと。

 （５） 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、

　　　国等の発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

 （６） 仕様書記載の要件をすべて満たしている者であること。

３　契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所並びに日時

　(１)　場所  　　　　自動車安全運転センター本部　総務部会計課

    　　　　　　　　　住所：東京都千代田区紀尾井町３番６号　紀尾井町パークビル２階            　

　　　　　　　　　　　電話番号:０３－３２６４－８６０２

　(２)　日時　　　　　令和８年１月22日(木)～令和８年２月20日(金)正午まで

　　　　交付時間帯　　９時～17時まで【土日祝祭日を除く平日(正午～13時を除く)】

                      上記日時において入札説明書及び仕様書を交付する。

　　                  電子メールによる交付を希望する場合は「kaikei@jsdc.or.jp」のアドレス宛に、

　　　　　　　　　　件名を「梱包及び配送業務委託の入札説明書交付希望」と記載し、メール本文に事

　　　　　　　　　　業者名、所属部署及び担当者氏名並びに連絡先電話番号を付したメールを送付する

　　　　　　　　　　こと。

４　競争参加資格等書類の提出期限

　(１)　提出場所　  　上記３（１）と同じ

　(２)　期限　　　　　令和８年２月20日(金)17時まで

５　入札書の提出及び入札場所並びに日時

　(１)　場所　　　　　自動車安全運転センター本部　会議室

　(２)　日時　　　　　令和８年２月25日（水）10時00分　　　　　　

　　※入札書を郵送する場合は、上記日時の前日までに必着するよう発送してください。

６　入札保証金及び契約保証金に関する事項

　　　徴収免除

７　入札の無効

　　　　　　　　         　　　　　　　　入　札　公　告

 （１）次の各号に掲げる事項に該当する者は、入札に参加することはできない。



　　　本公告に示した入札参加に必要な資格等のない者の入札及び入札条件に違反した入札は無効とします。

８　契約書作成の要否

　　　契約の締結にあたっては、契約書を作成するものとします。


